
- 1 - 

首都高速道路日本橋区間地下化事業補助要綱

令和５年１月１２日 

（目的） 

第１条 本要綱は、首都高日本橋区間の地下化事業（以下「本事業」という。）における事業スキーム

において、民間プロジェクトから拠出される資金（以下「民間プロジェクト資金」という。）及び地

方自治体における負担分に関して、資金の流れその他の基本的事項を定め、本事業の円滑な事業の推

進を図ることを目的とする。 

２ 東京都（以下「都」という。）が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成１６年

６月９日法律第１００号。以下「機構法」という。）第２５条第２項に基づいて、独立行政法人日本

高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」という。）に対し、予算の範囲内で本事業の補助を行う

ときは、東京都補助金等交付規則（昭和３７年東京都規則第１４１号。以下「規則」という。）によ

るほか、この要綱の定めるところによるものとする。 

（補助対象） 

第２条 本事業の補助対象は本事業に係る工事費、用地費、補償費及びその他必要な費用（以下「事業

費」という。）とする。 

（交付の申請） 

第３条 機構は、補助金の交付を受けようとするときは、第１号様式による交付申請書を東京都知事

（以下「知事」という。）に提出する。 

２ 本事業の実施にあたり、施行上、会計年度において分割することが困難なもの又は著しく不経済と

なるもの等で施行を一括して行う必要があり、かつ、施行年度が複数年にわたる場合は、交付を申請

する初年度に知事の審査を受けることができる。 

３ 前項の規定による審査（以下「一括審査」という。）を受けようとするときは、交付申請と合わせ

て、第２号様式による申請書を提出するものとする。 

（交付の決定） 

第４条 知事は、前条第１項の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審

査し、適当と認めたときは交付決定を行い、第３号様式の交付決定通知書により機構に通知する。 

２ 知事は、前条第２項の規定による一括審査申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、第４号様式の承認書により機構に通知する。 

３ 知事は、前２項の通知に際して、補助金の執行の適正化を図る上で必要な条件を付すことができ

る。 
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（変更の承認） 

第５条 機構は、第３条により提出した交付申請書を変更するときは、第５号様式による変更申請書を

知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、第６号様式

の承認書により機構に通知する。 

（状況報告） 

第６条 機構は、本事業の遂行の状況に関し、知事の要求があったときは、速やかに本事業の遂行の状

況に関し知事に報告しなければならない。 

（完了実績報告） 

第７条 機構は、第３条により申請した事業が完了したときは、完了の日から起算して３０日を経過し

た日又は完了の日の属する会計年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに、第７号様式によ

る完了実績報告書を知事に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第８条 知事は、前条の規定により完了実績報告を受けたときは、完了実績報告書の審査及び必要に応

じて現地調査等を行い、その報告に係る成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合

すると認め、補助金の額を確定したときは、第８号様式による確定通知書により機構に通知する。 

（是正のための措置） 

第９条 知事が、前条の規定による調査の結果、その成果が交付の決定の内容及び決定に付した条件に

適合していないと認めたときは、これに適合させるための処置をとるべきことを機構に命ずることが

できる。 

（決定の取消） 

第１０条 知事は、この補助金の交付の決定後、機構が次の各号の一に該当した場合は、補助金の交付

の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

一 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 

二 補助金を本事業以外の用途に使用したとき 

三 その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は規則及び本要綱に基づく

命令に違反したとき 

（補助金の返還） 

第１１条 機構は、前条により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、本

事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金を受領しているときは、知事が指定する期日までに取

り消された金額を都へ返還しなければならない。 
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（違約加算金及び延滞金の計算等） 

第１２条 第１０条の規定により、知事が、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にお

いて、補助金の返還を命じたときは、機構は、その命令に係る補助金の受領の日から返還の日までの

日数に応じ、当該補助金の額（その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既返還金

額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合（年当たりの割合は、うるう年の日を含む期

間についても３６５日当たりの割合とする。）で計算した違約加算金（１００円未満の場合は除

く。）を納付しなければならない。 

２ 知事が、補助金の返還を命じた場合において、機構は、これを納期日までに納付しなかったとき

は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０．９５パーセントの割

合（年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても３６５日当たりの割合とする。）で計算

した延滞金（１００円未満の場合は除く。）を納付しなければならない。 

３ 機構が、前項により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助の未納付額の

一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付

額は、その納付金額を控除した額とする。 

４ 機構が、この補助金の返還を命じられたにも関わらず、補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は

一部を納付しない場合において、同種の事業に対して交付する補助金等があるときは、知事は、未納

付相当額を限度として、その交付を一時停止し又はその補助金等と未納付額とを相殺することができ

る。 

（交付の請求） 

第１３条 機構は、補助金の額の確定通知を受け、補助金を請求するときは、第９号様式による請求書

を知事に提出する。 

 （概算払） 

第１４条 機構は、概算払を受けようとするときは、第１０号様式による概算払請求書を提出しなけれ

ばならない。 

 （精算書） 

第１５条 機構は、前条により、概算払を受けたときは、第１１号様式による精算書を提出しなければ

ならない。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項が生じた場合は、別に定める

ものとする。 

附則 

この要綱は、令和５年１月１２日から施行する。 


